
 

0
 

日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 新 旧 対 照 条 文 

 

◎ 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 法 施 行 規 則 （ 平 成 十 六 年 四 月 一 日 環 境 省 令 第 十 二 号 ） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1  

◎ ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 の 適 正 な 処 理 の 推 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 施 行 規 則 （ 平 成 十 三 年 六 月 二 十 二 日 環 境 省 令 第 二 十 三 号 ） ・ ・ 13  

◎ 環 境 省 組 織 規 則 （ 平 成 十 三 年 一 月 六 日 環 境 省 令 第 一 号 ） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 14  
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◎ 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 法 施 行 規 則 （ 平 成 十 六 年 四 月 一 日 環 境 省 令 第 十 二 号 ）  

改 正 案  現   行  

   中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 法 施 行 規 則  

 

   日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 法 施 行 規 則  

 （ 定 義 ）  

第 一 条 こ の 省 令 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、 中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業

株 式 会 社 法 （ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） に お い て 使 用 す る 用 語 の 例 に よ

る 。  

 

 

（ 新 規 ）  

 （ 福 島 県 内 除 去 土 壌 等 で あ る 特 定 廃 棄 物 の 要 件 ）  

第 二 条 法 第 二 条 第 二 項 第 二 号 の 環 境 省 令 で 定 め る 要 件 は 、 次 の い ず

れ か に 該 当 す る こ と と す る 。  

一 事 故 由 来 放 射 性 物 質 （ セ シ ウ ム 百 三 十 四 及 び セ シ ウ ム 百 三 十 七

に 限 る 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） に つ い て の 放 射 能 濃 度 を 環

境 大 臣 が 定 め る 方 法 に よ り 調 査 し た 結 果 、 事 故 由 来 放 射 性 物 質 で

あ る セ シ ウ ム 百 三 十 四 に つ い て の 放 射 能 濃 度 及 び 事 故 由 来 放 射

性 物 質 で あ る セ シ ウ ム 百 三 十 七 に つ い て の 放 射 能 濃 度 の 合 計 が

十 万 ベ ク レ ル 毎 キ ロ グ ラ ム を 超 え る こ と  

二 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 中 間 貯 蔵 が 必 要 で あ る と 認 め ら れ る

場 合 と し て 環 境 大 臣 が 定 め る 場 合 に 該 当 す る こ と  

 

 

（ 新 規 ）  

 

 （ 中 間 貯 蔵 に 係 る 福 島 県 の 区 域 ）  

第 三 条 法 第 二 条 第 四 項 の 環 境 省 令 で 定 め る 区 域 は 、 次 の 表 の と お り

 

（ 新 規 ）  
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と す る 。  
一 双 葉 郡 大 熊 町 の 区 域 の う ち 、 熊 川 の 北 側 端 線 と 一 般 国 道 六 号

線 の 東 側 端 線 と の 交 会 点 を 起 点 と し 、 順 次 同 国 道 の 東 側 端 線 、

同 郡 大 熊 町 と 同 郡 双 葉 町 と の 境 界 線 、 海 岸 線 、 熊 川 の 北 側 端 線

を 経 て 起 点 に 至 る 線 で 囲 ま れ た 区 域 （ 東 京 電 力 株 式 会 社 福 島 第

一 原 子 力 発 電 所 の 敷 地 を 除 く 。 ）  

二 双 葉 郡 双 葉 町 の 区 域 の う ち 、 同 郡 大 熊 町 と 同 郡 双 葉 町 と の 境

界 線 と 一 般 国 道 六 号 線 の 東 側 端 線 と の 交 会 点 を 起 点 と し 、 順 次

同 国 道 の 東 側 端 線 、 町 道 下 条 ・ 細 谷 線 の 南 側 端 線 、 町 道 久 保 前 ・

前 沖 線 の 東 側 端 線 、 町 道 下 条 ・ 北 磯 坂 線 の 南 側 端 線 、 大 字 新 山

字 蓬 田 及 び 大 字 長 塚 字 谷 沢 町 と 大 字 郡 山 字 長 橋 と の 境 界 線 、 大

字 中 野 字 江 又 と 大 字 郡 山 字 長 橋 及 び 字 柳 町 と の 境 界 線 、 大 字 中

野 字 原 田 と 大 字 郡 山 字 谷 地 、 字 四 斗 蒔 、 字 島 ノ 坪 及 び 字 大 倉 田

と の 境 界 線 、 大 字 中 野 字 谷 地 前 と 大 字 郡 山 字 大 倉 田 、 字 栗 崎 及

び 字 北 磯 坂 と の 境 界 線 、 大 字 中 野 字 羽 山 前 と 大 字 郡 山 字 北 磯 坂

と の 境 界 線 、 海 岸 線 、 同 郡 大 熊 町 と 同 郡 双 葉 町 と の 境 界 線 を 経

て 起 点 に 至 る 線 で 囲 ま れ た 区 域 （ 次 に 掲 げ る 区 域 を 除 く 。 ）  

 イ 東 京 電 力 株 式 会 社 福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 の 敷 地  

 ロ 大 字 郡 山 字 長 橋 百 三 十 番 地 及 び 百 三 十 八 番 地 並 び に 字 長 橋

百 三 十 番 地 の 北 側 端 線 に 接 す る 区 域 （ 字 長 橋 の 区 域 内 に 存 す

る も の に 限 る 。 ）  

 ハ 大 字 郡 山 字 長 橋 百 三 十 番 地 の 東 側 端 線 と 大 字 長 塚 字 谷 沢 町

と 大 字 郡 山 字 長 橋 と の 境 界 線 と の 交 会 点 を 起 点 と し 、 順 次 同
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境 界 線 、 大 字 郡 山 字 長 橋 百 三 十 八 番 地 の 西 側 端 線 、 字 長 橋 百

三 十 番 地 と 字 長 橋 百 番 地 と の 境 界 線 の 東 側 端 点 と 字 長 橋 百 三

十 八 番 地 と 字 長 橋 百 二 十 九 番 地 と の 境 界 線 の 西 側 端 点 を 結 ぶ

線 、 字 長 橋 百 三 十 番 地 の 東 側 端 線 を 経 て 起 点 に 至 る 線 で 囲 ま

れ た 区 域  

 ニ 大 字 郡 山 字 柳 町 二 十 八 番 地  

 ホ 大 字 郡 山 字 柳 町 二 十 七 番 地 の う ち 、 字 柳 町 二 十 八 番 地 と 字

柳 町 三 十 番 地 と の 境 界 線 の 東 側 端 点 と 字 谷 地 四 十 一 番 地 と 字

谷 地 三 十 五 番 地 一 と の 境 界 線 の 西 側 端 点 を 結 ぶ 線 よ り 北 側 の

区 域  

 へ 大 字 郡 山 字 谷 地 四 十 一 番 地  

ト 大 字 郡 山 字 四 斗 蒔 百 八 十 一 番 地  

チ 大 字 郡 山 字 四 斗 蒔 百 八 十 一 番 地 の 東 側 端 線 と 大 字 中 野 字 原

田 と 大 字 郡 山 字 島 ノ 坪 と の 境 界 線 及 び 大 字 中 野 字 谷 地 前 と 大

字 郡 山 字 大 倉 田 と の 境 界 線 と の 交 会 点 を 起 点 と し 、 順 次 同 境

界 線 、 大 字 郡 山 字 栗 崎 八 十 一 番 地 の 西 側 端 線 、 字 四 斗 蒔 百 八

十 一 番 地 と 字 四 斗 蒔 百 六 十 三 番 地 二 と の 境 界 線 の 東 側 端 点 と

字 栗 崎 八 十 一 番 地 と 字 栗 崎 六 十 五 番 地 一 と の 境 界 線 の 西 側 端

点 を 結 ぶ 線 、 字 四 斗 蒔 百 八 十 一 番 地 の 東 側 端 線 を 経 て 起 点 に

至 る 線 で 囲 ま れ た 区 域  

 リ 大 字 郡 山 字 栗 崎 八 十 一 番 地  

 ヌ 大 字 郡 山 字 北 磯 坂 百 十 六 番 地  

備 考 こ の 表 に 掲 げ る 区 域 は 、 平 成 二 十 六 年 十 二 月 二 十 四 日 に お
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け る 行 政 区 画 そ の 他 の 区 域 又 は 道 路 、 河 川 そ の 他 の も の に よ っ

て 表 示 さ れ た も の と す る 。  

 

 

 

 （ 法 第 七 条 第 一 項 の 事 業 以 外 の 事 業 の 認 可 の 申 請 ）  

第 四 条 中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 （ 以 下 「 会 社 」 と い う 。 ）

は 、 法 第 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 の 事 業 以 外 の 事 業 を 営

む こ と の 認 可 を 受 け よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た

申 請 書 を 環 境 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

一 ～ 四 （ 略 ）  

 

 （ 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 法 第 一 条 第 一 項 の 事 業 以 外 の 事 業 の 認

可 の 申 請 ）  

第 一 条 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 （ 以 下 「 会 社 」 と い う 。 ） は 、 日

本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 法 （ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 一 条 第 二 項 の

規 定 に よ り 同 条 第 一 項 の 事 業 以 外 の 事 業 を 営 む こ と の 認 可 を 受 け

よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 環 境 大 臣 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

一 ～ 四 （ 略 ）  

 

 

（ 削 る ）  

 （ 新 株 を 引 き 受 け る 者 の 募 集 の 認 可 の 申 請 ）  

第 二 条 会 社 は 、 法 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 新 株 を 引 き 受 け る 者 の

募 集 の 認 可 を 受 け よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申

請 書 を 環 境 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

一 新 株 の 数 （ 会 社 が 種 類 株 式 発 行 会 社 で あ る と き は 、 新 株 の 種 類

及 び 数 ）  

二 新 株 の 払 込 金 額 （ 新 株 一 株 と 引 換 え に 払 い 込 む 金 銭 又 は 給 付 す

る 金 銭 以 外 の 財 産 の 額 を い う 。 ） 又 は そ の 算 定 方 法  

三 金 銭 以 外 の 財 産 を 出 資 の 目 的 と す る と き は 、 そ の 旨 並 び に 当 該

財 産 の 内 容 及 び 価 額  
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四  新 株 と 引 換 え に す る 金 銭 の 払 込 み 又 は 前 号 の 財 産 の 給 付 の 期

日 又 は そ の 期 間  

五 増 加 す る 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 に 関 す る 事 項  

六 新 株 を 引 き 受 け る 者 の 募 集 の 方 法  

七 新 株 を 引 き 受 け る 者 の 募 集 に よ り 取 得 す る 金 額 の 使 途  

八 新 株 を 引 き 受 け る 者 の 募 集 の 目 的  

 

 

（ 削 る ）  

（ 株 式 交 換 株 式 の 交 付 の 認 可 の 申 請 ）  

第 二 条 の 二 会 社 は 、 法 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 株 式 交 換 株 式 の 交

付 の 認 可 を 受 け よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請

書 を 環 境 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

一 株 式 交 換 を す る 株 式 会 社 （ 以 下 「 株 式 交 換 完 全 子 会 社 」 と い う 。 ）

の 商 号 及 び 住 所  

二 株 式 交 換 株 式 の 数 （ 会 社 が 種 類 株 式 発 行 会 社 で あ る と き は 、 株

式 の 種 類 及 び 種 類 ご と の 数 ） 又 は そ の 数 の 算 定 方 法 並 び に 会 社 の

資 本 金 及 び 準 備 金 の 額 に 関 す る 事 項  

三  株 式 交 換 完 全 子 会 社 の 株 主 （ 会 社 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） に 対 す

る 株 式 の 割 当 て に 関 す る 事 項  

四 株 式 交 換 が そ の 効 力 を 生 ず る 日  

五 株 式 交 換 に 際 し て 株 式 を 交 付 す る 目 的  

 

 

（ 削 る ）  

 （ 募 集 新 株 予 約 権 を 引 き 受 け る 者 の 募 集 の 認 可 の 申 請 ）  

第 二 条 の 三 会 社 は 、 法 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 募 集 新 株 予 約 権 を
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引 き 受 け る 者 の 募 集 の 認 可 を 受 け よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事

項 を 記 載 し た 申 請 書 を 環 境 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

一 募 集 新 株 予 約 権 の 内 容 及 び 数  

二  募 集 新 株 予 約 権 と 引 換 え に 金 銭 の 払 込 み を 要 し な い こ と と す

る 場 合 に は 、 そ の 旨  

三 前 号 に 規 定 す る 場 合 以 外 の 場 合 に は 、 募 集 新 株 予 約 権 の 払 込 金

額 （ 募 集 新 株 予 約 権 一 個 と 引 換 え に 払 い 込 む 金 銭 の 額 を い う 。 ）

又 は そ の 算 定 方 法  

四 募 集 新 株 予 約 権 を 割 り 当 て る 日  

五  募 集 新 株 予 約 権 と 引 換 え に す る 金 銭 の 払 込 み の 期 日 を 定 め る

と き は 、 そ の 期 日  

六  株 主 に 募 集 新 株 予 約 権 の 割 当 て を 受 け る 権 利 を 与 え よ う と す

る と き は 、 そ の 旨 及 び 当 該 募 集 新 株 予 約 権 の 引 受 け の 申 込 み の 期

日  

七 募 集 新 株 予 約 権 を 引 き 受 け る 者 の 募 集 の 目 的  

 

 

（ 削 る ）  

 （ 株 式 交 換 新 株 予 約 権 等 の 交 付 の 認 可 の 申 請 ）  

第 二 条 の 四 会 社 は 、 法 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 株 式 交 換 新 株 予 約

権 又 は 株 式 交 換 新 株 予 約 権 付 社 債 の 交 付 の 認 可 を 受 け よ う と す る

と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 環 境 大 臣 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  

一 株 式 交 換 完 全 子 会 社 の 商 号 及 び 住 所  

二 株 式 交 換 新 株 予 約 権 の 内 容 及 び 数 又 は そ の 算 定 方 法  
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三  株 式 交 換 完 全 子 会 社 の 株 主 に 対 す る 新 株 予 約 権 の 割 当 て に 関

す る 事 項  

四  株 式 交 換 に 際 し て 株 式 交 換 完 全 子 会 社 の 新 株 予 約 権 の 新 株 予

約 権 者 に 対 し て 当 該 新 株 予 約 権 に 代 わ る 会 社 の 新 株 予 約 権 を 交

付 す る と き は 、 当 該 新 株 予 約 権 に つ い て の 次 に 掲 げ る 事 項  

イ  会 社 の 新 株 予 約 権 の 交 付 を 受 け る 株 式 交 換 完 全 子 会 社 の 新

株 予 約 権 の 新 株 予 約 権 者 の 有 す る 新 株 予 約 権 （ 以 下 「 株 式 交 換

契 約 新 株 予 約 権 」 と い う 。 ） の 内 容  

ロ  株 式 交 換 契 約 新 株 予 約 権 の 新 株 予 約 権 者 に 対 し て 交 付 す る

会 社 の 新 株 予 約 権 の 内 容 及 び 数 又 は そ の 算 定 方 法  

五 前 号 に 規 定 す る 場 合 に は 、 株 式 交 換 契 約 新 株 予 約 権 の 新 株 予 約

権 者 に 対 す る 同 号 の 会 社 の 新 株 予 約 権 の 割 当 て に 関 す る 事 項  

六 株 式 交 換 が そ の 効 力 を 生 ず る 日  

七 株 式 交 換 に 際 し て 新 株 予 約 権 を 交 付 す る 目 的  

 

 

（ 削 る ）  

 （ 新 株 予 約 権 の 行 使 に よ り 株 式 を 発 行 し た 旨 の 届 出 ）  

第 二 条 の 五 会 社 は 、 法 第 四 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 株 式 を 発 行 し た 旨

を 届 け 出 よ う と す る と き は 、 次 の 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 を 環 境 大 臣

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

一 新 株 予 約 権 に つ き 、 法 第 四 条 第 二 項 の 認 可 を 受 け た 日  
二 新 株 予 約 権 の 行 使 に よ り 発 行 し た 株 式 の 数 （ 会 社 が 種 類 株 式 発

行 会 社 で あ る と き は 、 株 式 の 種 類 及 び 種 類 ご と の 数 ）  

三 新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て 払 い 込 ま れ た 金 額  
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四 新 株 予 約 権 の 行 使 に よ り 株 式 を 発 行 し た 日  

 

 （ 長 期 借 入 金 の 借 入 れ の 認 可 の 申 請 ）   

第 五 条 会 社 は 、 法 第 九 条 の 規 定 に よ り 長 期 借 入 金 の 借 入 れ の 認 可 を

受 け よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 環 境 大

臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。   

一 ～ 七 （ 略 ）  

  

 （ 長 期 借 入 金 の 借 入 れ の 認 可 の 申 請 ）   

第 三 条 会 社 は 、 法 第 五 条 の 規 定 に よ り 長 期 借 入 金 の 借 入 れ の 認 可 を

受 け よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 環 境 大

臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。   

一 ～ 七 （ 略 ）  

 

 （ 代 表 取 締 役 等 の 選 定 等 の 決 議 の 認 可 の 申 請 ）   

第 六 条 会 社 は 、 法 第 十 条 の 規 定 に よ り 代 表 取 締 役 若 し く は 代 表 執 行

役 の 選 定 又 は 監 査 役 の 選 任 若 し く は 監 査 委 員 の 選 定 の 決 議 の 認 可

を 受 け よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 に 選 定

又 は 選 任 に 関 す る 取 締 役 会 又 は 株 主 総 会 の 議 事 録 の 写 し 及 び 選 定

し よ う と す る 代 表 取 締 役 若 し く は 代 表 執 行 役 又 は 選 任 し よ う と す

る 監 査 役 若 し く は 選 定 し よ う と す る 監 査 委 員 の 履 歴 書 を 添 え て 、 環

境 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。   

一 ～ 三 （ 略 ）   

２ 会 社 は 、 法 第 十 条 の 規 定 に よ り 代 表 取 締 役 若 し く は 代 表 執 行 役 の

解 職 又 は 監 査 役 の 解 任 若 し く は 監 査 委 員 の 解 職 の 決 議 の 認 可 を 受

け よ う と す る と き は 、 解 職 し よ う と す る 代 表 取 締 役 若 し く は 代 表 執

行 役 又 は 解 任 し よ う と す る 監 査 役 若 し く は 解 職 し よ う と す る 監 査

委 員 の 氏 名 及 び そ の 者 を 解 職 し 、 又 は 解 任 し よ う と す る 理 由 を 記 載

し た 申 請 書 に 解 職 又 は 解 任 に 関 す る 取 締 役 会 又 は 株 主 総 会 の 議 事

 （ 代 表 取 締 役 等 の 選 定 等 の 決 議 の 認 可 の 申 請 ）   

第 四 条 会 社 は 、 法 第 六 条 の 規 定 に よ り 代 表 取 締 役 若 し く は 代 表 執 行

役 の 選 定 又 は 監 査 役 の 選 任 若 し く は 監 査 委 員 の 選 定 の 決 議 の 認 可

を 受 け よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 に 選 定

又 は 選 任 に 関 す る 取 締 役 会 又 は 株 主 総 会 の 議 事 録 の 写 し 及 び 選 定

し よ う と す る 代 表 取 締 役 若 し く は 代 表 執 行 役 又 は 選 任 し よ う と す

る 監 査 役 若 し く は 選 定 し よ う と す る 監 査 委 員 の 履 歴 書 を 添 え て 、 環

境 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。   

一 ～ 三 （ 略 ）   

２ 会 社 は 、 法 第 六 条 の 規 定 に よ り 代 表 取 締 役 若 し く は 代 表 執 行 役 の

解 職 又 は 監 査 役 の 解 任 若 し く は 監 査 委 員 の 解 職 の 決 議 の 認 可 を 受

け よ う と す る と き は 、 解 職 し よ う と す る 代 表 取 締 役 若 し く は 代 表 執

行 役 又 は 解 任 し よ う と す る 監 査 役 若 し く は 解 職 し よ う と す る 監 査

委 員 の 氏 名 及 び そ の 者 を 解 職 し 、 又 は 解 任 し よ う と す る 理 由 を 記 載

し た 申 請 書 に 解 職 又 は 解 任 に 関 す る 取 締 役 会 又 は 株 主 総 会 の 議 事
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録 の 写 し を 添 え て 、 環 境 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。   

 

録 の 写 し を 添 え て 、 環 境 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。   

 

 （ 事 業 の 基 本 と な る 事 項 ）  

第 七 条 法 第 十 一 条 の 環 境 省 令 で 定 め る 事 業 の 基 本 と な る 事 項 は 、 次

に 掲 げ る も の と す る 。  

一 ～ 八 （ 略 ）   

 

 （ 事 業 の 基 本 と な る 事 項 ）  

第 五 条 法 第 七 条 の 環 境 省 令 で 定 め る 事 業 の 基 本 と な る 事 項 は 、 次 に

掲 げ る も の と す る 。  

一 ～ 八 （ 略 ）  

  

 （ ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 処 理 事 業 基 本 計 画 の 軽 微 な 変 更 ）   

第 八 条 法 第 十 一 条 の 環 境 省 令 で 定 め る 軽 微 な 変 更 は 、 次 に 掲 げ る 事

項 の 変 更 以 外 の 変 更 と す る 。   

一 ～ 五 （ 略 ）  

 

 （ 事 業 基 本 計 画 の 軽 微 な 変 更 ）   

第 六 条 法 第 七 条 の 環 境 省 令 で 定 め る 軽 微 な 変 更 は 、 次 に 掲 げ る 事 項

の 変 更 以 外 の 変 更 と す る 。   

一 ～ 五 （ 略 ）   

 

 （ ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 処 理 事 業 基 本 計 画 の 認 可 の 申 請 ）   

第 九 条 会 社 は 、 法 第 十 一 条 の 規 定 に よ り ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物

処 理 事 業 基 本 計 画 の 認 可 を 受 け よ う と す る と き は 、 ポ リ 塩 化 ビ フ ェ

ニ ル 廃 棄 物 処 理 事 業 基 本 計 画 を 記 載 し た 申 請 書 を 環 境 大 臣 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

２ 会 社 は 、 法 第 十 一 条 後 段 の 規 定 に よ り ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物

処 理 事 業 基 本 計 画 の 変 更 の 認 可 を 受 け よ う と す る と き は 、 変 更 し よ

う と す る 事 項 及 び 変 更 の 理 由 を 記 載 し た 申 請 書 を 環 境 大 臣 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。   

 

 （ 事 業 基 本 計 画 の 認 可 の 申 請 ）   

第 七 条 会 社 は 、 法 第 七 条 の 規 定 に よ り 事 業 基 本 計 画 の 認 可 を 受 け よ

う と す る と き は 、 事 業 基 本 計 画 を 記 載 し た 申 請 書 を 環 境 大 臣 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

 

２ 会 社 は 、 法 第 七 条 後 段 の 規 定 に よ り 事 業 基 本 計 画 の 変 更 の 認 可 を

受 け よ う と す る と き は 、 変 更 し よ う と す る 事 項 及 び 変 更 の 理 由 を 記

載 し た 申 請 書 を 環 境 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。   

 

 （ 事 業 計 画 の 認 可 の 申 請 ）    （ 事 業 計 画 の 認 可 の 申 請 ）   
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第 十 条 会 社 は 、 法 第 十 二 条 の 規 定 に よ り 事 業 計 画 の 認 可 を 受 け よ う

と す る と き は 、 事 業 計 画 を 記 載 し た 申 請 書 に 資 金 計 画 書 及 び 収 支 計

画 書 を 添 え て 、 環 境 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。   

 

 

 

２ 前 項 の 事 業 計 画 は 、 法 第 七 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 事 業 に つ い て 、

そ の 実 施 の 方 法 及 び 所 要 資 金 の 額 を 明 ら か に し た も の で な け れ ば

な ら な い 。  

３ 会 社 は 、 法 第 十 二 条 後 段 の 規 定 に よ り 事 業 計 画 の 変 更 の 認 可 を 受

け よ う と す る と き は 、 変 更 し よ う と す る 事 項 及 び 変 更 の 理 由 を 記 載

し た 申 請 書 を 環 境 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い

て 、 変 更 が 前 項 の 規 定 に よ り 当 該 事 業 計 画 の 認 可 を 申 請 す る と き に

添 付 し た 資 金 計 画 書 又 は 収 支 計 画 書 の 変 更 を 伴 う と き は 、 当 該 変 更

後 の 当 該 書 類 を 添 え な け れ ば な ら な い 。   

 

第 八 条 中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 新

会 社 」 と い う 。 ） は 、 中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 法 （ 以 下 こ

の 条 に お い て 「 新 法 」 と い う 。 ） 第 十 二 条 の 規 定 に よ り 事 業 計 画 の

認 可 を 受 け よ う と す る と き は 、 事 業 計 画 を 記 載 し た 申 請 書 に 資 金 計

画 書 及 び 収 支 計 画 書 を 添 え て 、 環 境 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。   

２  前 項 の 事 業 計 画 は 、 新 法 第 七 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 事 業 に つ い

て 、 そ の 実 施 の 方 法 及 び 所 要 資 金 の 額 を 明 ら か に し た も の で な け れ

ば な ら な い 。  

３ 新 会 社 は 、 新 法 第 十 二 条 後 段 の 規 定 に よ り 事 業 計 画 の 変 更 の 認 可

を 受 け よ う と す る と き は 、 変 更 し よ う と す る 事 項 及 び 変 更 の 理 由 を

記 載 し た 申 請 書 を 環 境 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に

お い て 、 変 更 が 前 項 の 規 定 に よ り 当 該 事 業 計 画 の 認 可 を 申 請 す る と

き に 添 付 し た 資 金 計 画 書 又 は 収 支 計 画 書 の 変 更 を 伴 う と き は 、 当 該

変 更 後 の 当 該 書 類 を 添 え な け れ ば な ら な い 。  

 

 （ 重 要 な 財 産 ）   

第 十 一 条 法 第 十 三 条 の 環 境 省 令 で 定 め る 重 要 な 財 産 は 、 土 地 及 び 建

物 と す る 。   

 

 （ 重 要 な 財 産 ）   

第 九 条 法 第 九 条 の 主 務 省 令 で 定 め る 重 要 な 財 産 は 、 土 地 及 び 建 物 と

す る 。   

 

 （ 重 要 な 財 産 の 譲 渡 等 の 認 可 の 申 請 ）   

第 十 二 条 会 社 は 、 法 第 十 三 条 の 規 定 に よ り 重 要 な 財 産 の 譲 渡 の 認 可

を 受 け よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 環 境

 （ 重 要 な 財 産 の 譲 渡 等 の 認 可 の 申 請 ）   

第 十 条 会 社 は 、 法 第 九 条 の 規 定 に よ り 重 要 な 財 産 の 譲 渡 の 認 可 を 受

け よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 環 境 大 臣
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大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。   
一 ～ 六 （ 略 ）  

２ 会 社 は 、 法 第 十 三 条 の 規 定 に よ り 重 要 な 財 産 を 担 保 に 供 す る こ と

の 認 可 を 受 け よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書

を 環 境 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。   

一 ～ 六 （ 略 ）   

 

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。   

一 ～ 六 （ 略 ）   

２ 会 社 は 、 法 第 九 条 の 規 定 に よ り 重 要 な 財 産 を 担 保 に 供 す る こ と の

認 可 を 受 け よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を

環 境 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。   

一 ～ 六 （ 略 ）  

 （ 定 款 の 変 更 の 決 議 の 認 可 の 申 請 ）   

第 十 三 条 会 社 は 、 法 第 十 四 条 の 規 定 に よ り 定 款 の 変 更 の 決 議 の 認 可

を 受 け よ う と す る と き は 、 変 更 し よ う と す る 事 項 及 び 変 更 の 理 由 を

記 載 し た 申 請 書 に 定 款 の 変 更 に 関 す る 株 主 総 会 の 議 事 録 の 写 し を

添 え て 、 環 境 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。   

 

 （ 定 款 の 変 更 の 決 議 の 認 可 の 申 請 ）   

第 十 一 条 会 社 は 、 法 第 十 条 の 規 定 に よ り 定 款 の 変 更 の 決 議 の 認 可 を

受 け よ う と す る と き は 、 変 更 し よ う と す る 事 項 及 び 変 更 の 理 由 を 記

載 し た 申 請 書 に 定 款 の 変 更 に 関 す る 株 主 総 会 の 議 事 録 の 写 し を 添

え て 、 環 境 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。   

 

 （ 剰 余 金 の 処 分 の 決 議 の 認 可 の 申 請 ）   

第 十 四 条 会 社 は 、 法 第 十 四 条 の 規 定 に よ り 剰 余 金 の 処 分 （ 損 失 の 処

理 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） の 決 議 の 認 可 を 受 け よ う と す る と き は 、 剰

余 金 の 総 額 及 び そ の 処 分 の 内 訳 を 記 載 し た 申 請 書 に 剰 余 金 の 処 分

に 関 す る 株 主 総 会 の 議 事 録 の 写 し を 添 え て 、 環 境 大 臣 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。   

 

 （ 剰 余 金 の 処 分 の 決 議 の 認 可 の 申 請 ）   

第 十 二 条 会 社 は 、 法 第 十 条 の 規 定 に よ り 剰 余 金 の 処 分 （ 損 失 の 処 理

を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） の 決 議 の 認 可 を 受 け よ う と す る と き は 、 剰 余

金 の 総 額 及 び そ の 処 分 の 内 訳 を 記 載 し た 申 請 書 に 剰 余 金 の 処 分 に

関 す る 株 主 総 会 の 議 事 録 の 写 し を 添 え て 、 環 境 大 臣 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。   

 

 （ 合 併 、 分 割 又 は 解 散 の 決 議 の 認 可 の 申 請 ）   

第 十 五 条 会 社 は 、 法 第 十 四 条 の 規 定 に よ り 合 併 、 分 割 又 は 解 散 の 決

議 の 認 可 を 受 け よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 （ 解 散 の 決 議 の

 （ 合 併 、 分 割 又 は 解 散 の 決 議 の 認 可 の 申 請 ）   

第 十 三 条 会 社 は 、 法 第 十 条 の 規 定 に よ り 合 併 、 分 割 又 は 解 散 の 決 議

の 認 可 を 受 け よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 （ 解 散 の 決 議 の 認
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認 可 を 受 け よ う と す る 場 合 に あ っ て は 、 第 一 号 、 第 四 号 及 び 第 五 号

に 規 定 す る 事 項 に 限 る 。 ） を 記 載 し た 申 請 書 を 環 境 大 臣 に 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。  

一 ～ 五 （ 略 ）   

２ 前 項 の 申 請 書 に は 、 次 の 書 類 （ 解 散 の 決 議 の 認 可 を 受 け よ う と す

る 場 合 に あ っ て は 、 第 一 号 の 書 類 に 限 る 。 ） を 添 え な け れ ば な ら な

い 。   

一 ～ 五 （ 略 ）  

 

可 を 受 け よ う と す る 場 合 に あ っ て は 、 第 一 号 、 第 四 号 及 び 第 五 号 に

規 定 す る 事 項 に 限 る 。 ） を 記 載 し た 申 請 書 を 環 境 大 臣 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  

一 ～ 五 （ 略 ）   

２ 前 項 の 申 請 書 に は 、 次 の 書 類 （ 解 散 の 決 議 の 認 可 を 受 け よ う と す

る 場 合 に あ っ て は 、 第 一 号 の 書 類 に 限 る 。 ） を 添 え な け れ ば な ら な

い 。   

一 ～ 五 （ 略 ）   

 

 （ 立 入 検 査 の 証 明 書 ）   

第 十 六 条  法 第 十 九 条 第 二 項 の 立 入 検 査 を す る 職 員 の 身 分 を 示 す 証

明 書 は 、 別 記 様 式 に よ る も の と す る 。   

 

 （ 立 入 検 査 の 証 明 書 ）   

第 十 四 条  法 第 十 四 条 第 二 項 の 立 入 検 査 を す る 職 員 の 身 分 を 示 す 証

明 書 は 、 別 記 様 式 に よ る も の と す る 。   

 （ 中 間 貯 蔵 に 係 る 事 業 の 実 施 に 関 す る 書 類 の 保 存 ）  

第 十 七 条  会 社 は 、 中 間 貯 蔵 に 係 る 事 業 の 実 施 に 関 す る 重 要 な 書 類

を 、 中 間 貯 蔵 が 開 始 さ れ た 日 か ら 三 十 年 間 保 存 し な け れ ば な ら な

い 。  

 

（ 新 規 ）  
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◎ ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 の 適 正 な 処 理 の 推 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 施 行 規 則 （ 平 成 十 三 年 六 月 二 十 二 日 環 境 省 令 第 二 十 三 号 ）  

改 正 案  現   行  

 （ 譲 渡 し 及 び 譲 受 け の 制 限 ）   

第 八 条 法 第 十 一 条 の 環 境 省 令 で 定 め る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 と す

る 。  

 一 ～ 四 （ 略 ）  

 五  ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 の 処 理 技 術 の 試 験 研 究 又 は 処 理 施

設 に お け る 試 運 転 を 目 的 と す る 場 合 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 場 合  

  イ （ 略 ）  

  ロ 中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 に 譲 り 渡 す 場 合  

  ハ 中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 が 譲 り 受 け る 場 合  

 六 （ 略 ）  

 

 （ 譲 渡 し 及 び 譲 受 け の 制 限 ）   

第 八 条 法 第 十 一 条 の 環 境 省 令 で 定 め る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 と す

る 。  

 一 ～ 四 （ 略 ）  

 五  ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 の 処 理 技 術 の 試 験 研 究 又 は 処 理 施

設 に お け る 試 運 転 を 目 的 と す る 場 合 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 場 合  

  イ （ 略 ）  

  ロ 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 に 譲 り 渡 す 場 合  

  ハ 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 が 譲 り 受 け る 場 合  

 六 （ 略 ）  
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◎ 環 境 省 組 織 規 則 （ 平 成 十 三 年 一 月 六 日 環 境 省 令 第 一 号 ）  

改 正 案  現   行  

 （ 循 環 型 社 会 推 進 室 及 び リ サ イ ク ル 推 進 室 ）   

第 四 条 廃 棄 物 ・ リ サ イ ク ル 対 策 部 企 画 課 に 、 循 環 型 社 会 推 進 室 及 び

リ サ イ ク ル 推 進 室 を 置 く 。   

２ （ 略 ）  

３ リ サ イ ク ル 推 進 室 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。   

 一 廃 棄 物 （ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律  （ 昭 和 四 十 五 年

法 律 第 百 三 十 七 号 ） に 規 定 す る 廃 棄 物 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 排

出 の 抑 制 及 び 適 正 な 処 理 に 関 す る こ と （ 廃 棄 物 の 再 生 に 係 る も の

（ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 関 す る こ と 並 び

に 独 立 行 政 法 人 環 境 再 生 保 全 機 構 及 び 中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株

式 会 社 の 行 う 業 務 に 関 す る こ と を 除 く 。 ） に 限 る 。 ） 。   

 二 （ 略 ）  

４ （ 略 ）  

 （ 循 環 型 社 会 推 進 室 及 び リ サ イ ク ル 推 進 室 ）   

第 四 条 廃 棄 物 ・ リ サ イ ク ル 対 策 部 企 画 課 に 、 循 環 型 社 会 推 進 室 及 び

リ サ イ ク ル 推 進 室 を 置 く 。   

２ （ 略 ）  

３ リ サ イ ク ル 推 進 室 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。   

 一 廃 棄 物 （ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律  （ 昭 和 四 十 五 年

法 律 第 百 三 十 七 号 ） に 規 定 す る 廃 棄 物 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 排

出 の 抑 制 及 び 適 正 な 処 理 に 関 す る こ と （ 廃 棄 物 の 再 生 に 係 る も の

（ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 関 す る こ と 並 び

に 独 立 行 政 法 人 環 境 再 生 保 全 機 構 及 び 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会

社 の 行 う 業 務 に 関 す る こ と を 除 く 。 ） に 限 る 。 ） 。   

 二 （ 略 ）  

４ （ 略 ）  

 

（ 閉 鎖 性 海 域 対 策 室 及 び 海 洋 環 境 室 ）   

第 十 八 条 （ 略 ）  

２ 閉 鎖 性 海 域 対 策 室 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。   

一 ～ 三 （ 略 ）   

四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 専 ら 環 境 の 保 全 を 目 的 と す る 事 務

及 び 事 業 に 関 す る こ と 並 び に そ の 目 的 及 び 機 能 の 一 部 に 環 境 の

保 全 が 含 ま れ る 事 務 及 び 事 業 に 関 す る 環 境 の 保 全 の 観 点 か ら の

（ 閉 鎖 性 海 域 対 策 室 及 び 海 洋 環 境 室 ）   

第 十 八 条 （ 略 ）  

２ 閉 鎖 性 海 域 対 策 室 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。   

一 ～ 三 （ 略 ）   
四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 専 ら 環 境 の 保 全 を 目 的 と す る 事 務

及 び 事 業 に 関 す る こ と 並 び に そ の 目 的 及 び 機 能 の 一 部 に 環 境 の

保 全 が 含 ま れ る 事 務 及 び 事 業 に 関 す る 環 境 の 保 全 の 観 点 か ら の
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基 準 等 の 策 定 及 び 当 該 観 点 か ら の 規 制 等 に 関 す る こ と （ 人 の 健 康

の 保 護 及 び 生 活 環 境 の 保 全 の た め に 行 う も の （ 大 臣 官 房 廃 棄 物 ・

リ サ イ ク ル 対 策 部 の 所 掌 に 属 す る も の 、 発 生 機 構 が 未 解 明 な 化 学

物 質 汚 染 の 防 止 の た め に 行 う も の 及 び 次 に 掲 げ る 事 務 を 除 く 。 ）

に 限 る 。 次 条 第 三 項 第 四 号 に お い て 「 令 第 六 条 第 十 七 号 事 務 」 と

い う 。 ） の う ち 閉 鎖 性 海 域 に 係 る も の  

イ ～ ハ （ 略 ）  

３ ・ ４ （ 略 ）  

 

基 準 等 の 策 定 及 び 当 該 観 点 か ら の 規 制 等 に 関 す る こ と （ 人 の 健 康

の 保 護 及 び 生 活 環 境 の 保 全 の た め に 行 う も の （ 大 臣 官 房 廃 棄 物 ・

リ サ イ ク ル 対 策 部 の 所 掌 に 属 す る も の 、 発 生 機 構 が 未 解 明 な 化 学

物 質 汚 染 の 防 止 の た め に 行 う も の 及 び 次 に 掲 げ る 事 務 を 除 く 。 ）

に 限 る 。 次 条 第 三 項 第 三 号 に お い て 「 令 第 六 条 第 十 五 号 事 務 」 と

い う 。 ） の う ち 閉 鎖 性 海 域 に 係 る も の  

イ ～ ハ （ 略 ）  

３ ・ ４ （ 略 ）  

 

（ 農 薬 環 境 管 理 室 及 び 地 下 水 ・ 地 盤 環 境 室 ）   

第 十 九 条 （ 略 ）  

２ （ 略 ）  

３ 地 下 水 ・ 地 盤 環 境 室 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。   

一 ～ 三 （ 略 ）   

四 前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 令 第 六 条 第 十 七 号 事 務 の う ち 環 境

の 構 成 要 素 と し て の 地 下 水 及 び 地 盤 に 係 る も の   

４ ・ ５ （ 略 ）  

 

（ 農 薬 環 境 管 理 室 及 び 地 下 水 ・ 地 盤 環 境 室 ）   

第 十 九 条 （ 略 ）  

２ （ 略 ）  

３ 地 下 水 ・ 地 盤 環 境 室 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。   

一 ～ 三 （ 略 ）   

四 前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 令 第 六 条 第 十 五 号 事 務 の う ち 環 境

の 構 成 要 素 と し て の 地 下 水 及 び 地 盤 に 係 る も の   

４ ・ ５ （ 略 ）  

 

 

 


